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表
社
団
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青
い
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農
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振
興
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削
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区

分

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
根
城
一

丁
目
一
八
の
八

キ
ン
グ
ス
ク
ラ

ブ
ハ
ウ
ス
八
の

一
○
五

変
更
後

小
泉

千
稔

八
戸
市
根
城
八

丁
目
一
○
の
五

グ
ラ
ン
コ
ー
ト

根
城
三
○
二

健
康
長
者
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ
院

八
戸
市
大
字
沢

里
字
沢
里
山
一

六
の
四
八

平
成
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青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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名

称
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在

地

メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
ト
八
戸
西
病

院

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
中
坪
七
七

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー

ト
八
戸
西
病
院

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
中
坪
七
七

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ゆ
う

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
館
野
越
字
早

稲
田
五
四
の
二

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
ピ
ー
ス

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
館
野
越
字
早

稲
田
五
四
の
二

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
藤
聖
母
園

青
森
市
奥
野
三
丁

目
七
の
一

〃

療
育
支
援
セ

ン
タ
ー
お
お

し
み
ず

弘
前
市
大
字
清
原

四
丁
目
一
七
の
一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
光

の
岬
福
祉
研

究
会

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
二
一

〃

ひ
か
り
の
岬

こ
ど
も
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
二
一

〃

〃

〃

〃

児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
き
ら

り

弘
前
市
大
字
駒
越

字
平
田
二
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
子

育
て
サ
ポ
ー

ト
か
た
つ
む

り

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
矢
沢
字
福
本

四

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

か
た
つ
む
り

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
矢
沢
字
福
本

四

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
結

平
川
市
原
田
村
元

一
〇
四

児
童
発
達

支
援

指
定
児
童
発

達
支
援
事
業

所
か
り
ん
ぱ

に

平
川
市
原
田
村
元

一
〇
四

〃

〃

〃

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

指
定
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

か
り
ん
ぱ
に

平
川
市
原
田
村
元

一
〇
四

〃
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

�
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
賃
貸
借

(

レ
ン
タ
ル)

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
の
一

六

契
約
金
額

七
千
七
百
六
十
四
万
千
二
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
に
よ
る
業
務
処
理
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
○

六

契
約
金
額

四
千
五
百
八
十
六
万
四
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

全
庁
Ｌ
Ａ
Ｎ
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

二
千
七
百
九
十
七
万
二
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
戸
町
観
光
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

藤
村

立
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
在
府
小
路
町
四
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
三
戸
町
及
び
近
隣
の
地
域
に
お
け
る
観
光
資
源
の
保
存
、
紹
介
並
び
に
観
光
客

の
誘
致
に
よ
る
観
光
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
観
光
及
び
文
化
の
向
上
と
地
域
の
活
性
化
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

小
山
内
板
金
製
作
所

二

氏
名

小
山
内

喜
代
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
篠
田
一
丁
目
二
六
の
一
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
〇
〇
二
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
、
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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( )

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
北
モ
ー
ト
ル
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

橋
本

芳
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
八
太
郎
二
丁
目
一
の
二
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
〇
四
九
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
、
機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

簗
瀬
工
務
店

二

氏
名

簗
瀬

武
造

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
蟹
沢
三
三
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
五
四
〇
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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